
＜神戸新交通株式会社 通報・相談窓口について＞ 

 

当社では、コンプライアンスの推進を目的として、通報・相談窓口を設置しております。 

当社の役員・社員のコンプライアンスに反する行為や、その恐れのある行為を認められた場合は、下記の窓

口まで通報・相談いただきますようお願い申し上げます。 

 

＜ご利用いただける方＞ 

・当社役員及び当社の業務に従事する全ての者（社員、契約社員、派遣社員、パート従業員、アルバイト及びそ

れらの退職者）並びにそれらの家族の方 

・当社の取引先等の関係者の方 

 

＜通報・相談の対象＞ 

・当社の役員又は社員のコンプライアンスに反する行為又はその恐れのある行為 

ただし、次のいずれかに該当する場合は、通報・相談の対象行為にあたりません。 

(1) 通報等の時点において、対象行為が既に終結し、かつその原因又は対象が存在しないなど、当該対象行

為の再現又は是正が見込めないもの 

(2) 訴訟、和解、あっせん、調停、その他の紛争の解決に関する手続に現に係属しているもの 

(3) 当該対象行為に関する調査が実施され、又は実施が予定されているもの 

(4) 通報等の内容が具体性や客観性に欠け、十分な調査を行うために必要な事実の適示がなされていないも

の 

(5) 過去に同一の通報者からの同一の趣旨の通報が行われているもの 

(6) 苦情、要望又は意見に類するもの（内部通報等窓口以外の窓口で受け付けること等によって処理を図る

ことが適当と認められるものを含む。）であるもの 

 

＜通報・相談の方法＞ 

・記載のいずれかの窓口をご利用ください。 

・通報される方の氏名・連絡先、違反行為の具体的な内容、違反行為を行っている者の氏名・所属、違反行為

が行われていることを知った経緯等について、お伝えください。 

・通報内容の正確な把握等のため、極力 Eメールでの通報・相談にご協力ください。 

・十分な調査や通報者等への適切なフィードバックのために氏名・連絡先等を明らかにすることを原則として

いますが、匿名の通報・相談も受け付けます。ただし、その場合は十分な調査や適切なフィードバックができ

ない場合があります。 

・通報者等は、通報窓口に対し、自己の利益を不当に得ること又は誹謗中傷その他第三者に損害を与えること

を目的とした通報等を行ってはならず、通報窓口から当該内部通報に関する情報又は資料の提供を求められ

たときは、これを誠実に協力しなければなりません。 

・コンプライアンス違反行為、また、疑われる行為については、社内窓口と社外窓口（森川弁護士）で情報を共

有します。ただし、通報者の氏名等については、本人の同意がない限り情報共有は行いません。 

 

＜通報後の対応について＞ 

・通報いただいた事項につきましては、事実関係等をできる限り調査したうえで、コンプライアンス違反の事実が認

められた場合は必要な是正措置を行います。また、原則として通報者ご本人に調査結果等をご連絡いたします（ご

連絡先をお伺いしている場合に限ります）。 

 

 

 

＜その他＞ 

・通報者に関する情報や通報頂いた内容は、当社の規程に則り厳正に管理いたします。 

・当社におけるコンプライアンス違反の調査、対応以外の用途に使用したり、通報者の同意を得ずに他に開示するこ

とはありません（法令等により開示を求められる場合を除きます）。 

・通報したことにより、通報者が当社から不利益な取扱いを受けることはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【常勤監査役】 

◆Eメール    tsuho1@knt-liner.co.jp (通報・相談専用アドレス) 

◆電  話    078-302-2500（代表）  内線 2006 

受付時間：平日 10：00～16：00（祝祭日を除く） 

◆郵 送 先        〒650-0045 神戸市中央区港島 6丁目 6番地の 1 

神戸新交通株式会社 常勤監査役 宛 

【監査室】 

◆Eメール    tsuho2@knt-liner.co.jp (通報・相談専用アドレス) 

◆電  話    078-302-2500（代表）  内線 2005 

受付時間：平日 10：00～16：00（祝祭日を除く） 

◆郵 送 先        〒650-0045 神戸市中央区港島 6丁目 6番地の 1 

神戸新交通株式会社 監査室 宛 

社内窓口 

【神戸市外郭団体共通内部通報窓口】 

◆Eメール    koeki@tohmatsu.co.jp (通報・相談専用アドレス) 

◆電  話    03-6870-3300（代表） 

受付時間：平日 10:00～17：00 

◆郵 送 先       〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-3-1新東京ビル 8階 

DT弁護士法人 宛 

（横手 彰吾弁護士・髙橋 惇子弁護士） 

※正確な内容把握のため、原則電子メールでの通報をお願いしています。 

【森川 拓 弁護士】 

◆Eメール    gaibutsuho@hyogo-lawoffice.jp (通報・相談専用アドレス) 

◆電  話    078-977-7170（通報・相談専用ダイヤル） 

受付時間：平日 10：00～16：00（祝祭日を除く） 

◆郵 送 先        〒650-0027 神戸市中央区中町通 2丁目 1番 18号  

JR神戸駅 NKビル 6階 

ひょうご法律事務所 森川弁護士 宛 

※女性弁護士による対応も可能です。希望される場合はその旨をお申し出ください。 

社外窓口 
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